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刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

刑
法
の
一
部
改
正

一

逮
捕
及
び
監
禁

逮
捕
及
び
監
禁
の
罪
の
法
定
刑
を
三
月
以
上
七
年
以
下
の
懲
役
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
条
関
係
）

二

未
成
年
者
略
取
及
び
誘
拐

未
成
年
者
略
取
及
び
誘
拐
の
罪
の
法
定
刑
を
三
月
以
上
七
年
以
下
の
懲
役
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
四
条
関
係
）

三

営
利
目
的
等
略
取
及
び
誘
拐

営
利
、
わ
い
せ
つ
、
結
婚
又
は
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
加
害
の
目
的
で
、
人
を
略
取
し
、
又
は
誘
拐
し
た
者
は
、
一
年
以

上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
五
条
関
係
）

四

所
在
国
外
移
送
目
的
略
取
及
び
誘
拐

所
在
国
外
に
移
送
す
る
目
的
で
、
人
を
略
取
し
、
又
は
誘
拐
し
た
者
は
、
二
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
百
二
十
六
条
関
係
）

五

人
身
売
買

１

人
を
買
い
受
け
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
一
項
関

係
）

２

未
成
年
者
を
買
い
受
け
た
者
は
、
三
月
以
上
七
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
二
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項
関
係
）

３

営
利
、
わ
い
せ
つ
、
結
婚
又
は
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
加
害
の
目
的
で
、
人
を
買
い
受
け
た
者
は
、
一
年
以
上
十
年
以

下
の
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
関
係
）

４

人
を
売
り
渡
し
た
者
も
、
３
と
同
様
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
四
項
関
係
）

５

所
在
国
外
に
移
送
す
る
目
的
で
、
人
を
売
買
し
た
者
は
、
二
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二

十
六
条
の
二
第
五
項
関
係
）

六

被
略
取
者
等
所
在
国
外
移
送

略
取
さ
れ
、
誘
拐
さ
れ
、
又
は
売
買
さ
れ
た
者
を
所
在
国
外
に
移
送
し
た
者
は
、
二
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。
（
第
二
百
二
十
六
条
の
三
関
係
）

七

被
略
取
者
引
渡
し
等

１

二
か
ら
六
ま
で
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
で
、
略
取
さ
れ
、
誘
拐
さ
れ
、
又
は
売
買
さ
れ
た
者
を
引
き
渡
し
、
収
受

し
、
輸
送
し
、
蔵
匿
し
、
又
は
隠
避
さ
せ
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十

七
条
第
一
項
関
係
）

２

身
の
代
金
目
的
略
取
等
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
で
、
略
取
さ
れ
又
は
誘
拐
さ
れ
た
者
を
引
き
渡
し
、
収
受
し
、
輸

送
し
、
蔵
匿
し
、
又
は
隠
避
さ
せ
た
者
は
、
一
年
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
七
条
第

二
項
関
係
）
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３

営
利
、
わ
い
せ
つ
又
は
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
加
害
の
目
的
で
、
略
取
さ
れ
、
誘
拐
さ
れ
、
又
は
売
買
さ
れ
た
者
を
引

き
渡
し
、
収
受
し
、
輸
送
し
、
又
は
蔵
匿
し
た
者
は
、
六
月
以
上
七
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二

十
七
条
第
三
項
関
係
）

八

未
遂
罪

二
か
ら
七
ま
で
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
八
条
関
係
）

九

親
告
罪

二
及
び
三
の
罪
並
び
に
こ
れ
ら
の
罪
を
幇
助
す
る
目
的
で
犯
し
た
七
の
１
の
罪
並
び
に
七
の
３
の
罪
並
び
に
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂

罪
は
、
営
利
又
は
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
加
害
の
目
的
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
親
告
罪
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
二
十
九
条

関
係
）

十

国
外
犯
処
罰

一
か
ら
八
ま
で
の
罪
に
つ
い
て
、
日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
日
本
国
民
及
び
日
本
国
外
に
お
い
て
日
本
国
民
に
対
し
て
犯
し
た

日
本
国
民
以
外
の
者
に
も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
及
び
第
三
条
の
二
関
係
）

第
二

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正

裁
判
所
は
、
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
第
一
の
五
の
３
又
は
こ
れ
ら
の
未
遂
罪
等
の
被
害
者
を
証
人
と
し
て
尋
問
す
る

場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
官
及
び
訴
訟
関
係
人
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に

証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
尋
問
を
す
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る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
五
十
七
条
の
四
第
一
項
関
係
）

第
三

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正

一

人
身
取
引
等
の
定
義
に
関
す
る
規
定
の
新
設

人
身
取
引
等
を
次
の
１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
と
定
義
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
七
号
関
係
）

１

営
利
、
わ
い
せ
つ
又
は
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
加
害
の
目
的
で
、
人
を
略
取
し
、
誘
拐
し
、
若
し
く
は
売
買
し
、
又
は

略
取
さ
れ
、
誘
拐
さ
れ
、
若
し
く
は
売
買
さ
れ
た
者
を
引
き
渡
し
、
収
受
し
、
輸
送
し
、
若
し
く
は
蔵
匿
す
る
こ
と
。

２

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
営
利
、
わ
い
せ
つ
又
は
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
加
害
の
目
的
で
、
十
八
歳
未
満
の
者
を
自

己
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
。

３

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
十
八
歳
未
満
の
者
が
営
利
、
わ
い
せ
つ
若
し
く
は
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
加
害
の
目
的
を

有
す
る
者
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
十
八
歳
未
満
の
者
を
引
き
渡
す
こ
と
。

二

上
陸
拒
否
事
由
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

売
春
又
は
そ
の
周
旋
、
勧
誘
、
そ
の
場
所
の
提
供
そ
の
他
売
春
に
直
接
に
関
係
が
あ
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を

理
由
と
す
る
上
陸
拒
否
事
由
か
ら
、
人
身
取
引
等
に
よ
り
他
人
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
者
が
当
該
業
務
に
従
事
し
た
場
合
を

除
く
こ
と
。
（
第
五
条
第
一
項
第
七
号
関
係
）

２

人
身
取
引
等
を
行
い
、
唆
し
、
又
は
こ
れ
を
助
け
た
者
は
本
邦
に
上
陸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条

第
一
項
第
七
号
の
二
関
係
）



－5－

三

上
陸
特
別
許
可
に
関
す
る
規
定
の
整
備

法
務
大
臣
は
、
上
陸
の
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
た
異
議
の
申
出
が
理
由
が
な
い
と
認
め
る
場
合
で
も
、
当
該
異
議
の
申
出
を
行
っ

た
外
国
人
が
人
身
取
引
等
に
よ
り
他
人
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
本
邦
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
上
陸
を
特
別
に
許

可
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
）

四

退
去
強
制
事
由
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
、
本
邦
か
ら
の
退
去
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
第
四
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
関
係
）

イ

人
身
取
引
等
を
行
い
、
唆
し
、
又
は
こ
れ
を
助
け
た
者

ロ

旅
券
等
の
不
正
受
交
付
、
他
人
名
義
の
旅
券
等
の
行
使
、
自
己
名
義
旅
券
等
の
譲
渡
等
（
旅
券
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
第

六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
項
ま
で
）
の
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

ハ

十
の
２
か
ら
４
ま
で
の
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

２

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
若
し
く
は
報
酬
を
受
け
る
活
動
を
専
ら
行
っ
て
い

る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
又
は
売
春
若
し
く
は
そ
の
周
旋
、
勧
誘
、
そ
の
場
所
の
提
供
そ
の
他
売
春
に
直
接
に
関
係
が
あ

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
の
対
象
か
ら
、
人
身
取
引
等
に
よ
り
他
人
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
者
を

除
く
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
第
四
号
イ
及
び
ヌ
関
係
）

五

出
国
命
令
に
関
す
る
規
定
の
整
備
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四
の
１
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
出
国
命
令
の
対
象
か
ら
除
く
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
の
二
関
係
）

六

在
留
特
別
許
可
に
関
す
る
規
定
の
整
備

法
務
大
臣
は
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
た
異
議
の
申
出
が
理
由
が
な
い
と
認
め
る
場
合
で
も
、
当
該
異
議
の
申
出
を
行

っ
た
容
疑
者
が
人
身
取
引
等
に
よ
り
他
人
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
本
邦
に
在
留
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
在
留
を
特
別

に
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
条
第
一
項
関
係
）

七

運
送
業
者
等
の
旅
券
等
の
確
認
義
務
に
関
す
る
規
定
の
新
設

本
邦
に
入
る
船
舶
等
を
運
航
す
る
運
送
業
者
（
運
送
業
者
が
な
い
と
き
は
、
当
該
船
舶
等
の
長
）
は
、
外
国
人
が
不
法
に
本
邦
に

入
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
船
舶
等
に
乗
ろ
う
と
す
る
外
国
人
の
旅
券
、
乗
員
手
帳
又
は
再
入
国
許
可
書
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
二
関
係
）

八

在
留
資
格
に
係
る
許
可
及
び
仮
滞
在
許
可
に
関
す
る
規
定
の
整
備

四
の
１
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
在
留
資
格
未
取
得
外
国
人
に
係
る
定
住
者
の
在
留
資
格
の
取
得
の
許

可
及
び
仮
滞
在
の
許
可
の
除
外
事
由
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
一
項
関
係
）

九

外
国
入
国
管
理
当
局
へ
の
情
報
提
供
に
関
す
る
規
定
の
新
設

１

法
務
大
臣
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
規
定
す
る
出
入
国
の
管
理
及
び
難
民
の
認
定
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
を
行

う
外
国
の
当
局
（
以
下
「
外
国
入
国
管
理
当
局
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
職
務
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
規
定
す

る
出
入
国
の
管
理
及
び
難
民
の
認
定
の
職
務
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
遂
行
に
資
す
る
と
認
め
る
情
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報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
一
条
の
九
第
一
項
関
係
）

２

１
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
当
該
情
報
が
当
該
外
国
入
国
管
理
当
局
の
職
務
の
遂
行
に
資
す
る
目
的
以
外
の

目
的
で
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
一
条
の
九
第
二
項
関

係
）

３

法
務
大
臣
は
、
外
国
入
国
管
理
当
局
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
１
に
よ
り
提
供
し
た
情
報
を
当
該
要
請
に
係
る
外
国
の
刑
事
事
件
の
捜
査
又
は
審
判
（
以
下

「
捜
査
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
同
意
を
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
ハ
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
外
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
六
十
一
条
の
九
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
）

イ

当
該
要
請
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
等
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
が
政
治
犯
罪
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
要
請
が
政
治
犯

罪
に
つ
い
て
捜
査
等
を
行
う
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ロ

当
該
要
請
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
等
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
係
る
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
が
日
本
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
罪
に
当
た
る
も
の
で
な
い
と
き
。

ハ

日
本
国
が
行
う
同
種
の
要
請
に
応
ず
る
旨
の
要
請
国
の
保
証
が
な
い
と
き
。

十

罰
則
の
整
備

１

不
法
入
国
等
の
援
助
の
罪
の
法
定
刑
を
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
そ
の
併
科
と
す
る
こ
と
。
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（
第
七
十
四
条
の
六
関
係
）

２

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ

れ
を
併
科
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
四
条
の
六
の
二
第
一
項
関
係
）

イ

他
人
の
不
法
入
国
等
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
機
関
か
ら
難
民

旅
行
証
明
書
、
渡
航
証
明
書
、
乗
員
手
帳
又
は
再
入
国
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た
者

ロ

他
人
の
不
法
入
国
等
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
次
に
掲
げ
る
文
書
を
所
持
し
、
提
供
し
、
又
は
収
受
し
た
者

旅
券
（
旅
券
法
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
券
並
び
に
同
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
渡
航
書

( )1
を
除
く
。

及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
乗
員
手
帳
又
は
再
入
国
許
可
書
と
し
て
偽
造
さ
れ
た
文
書

( )2

当
該
不
法
入
国
等
を
実
行
す
る
者
に
つ
い
て
効
力
を
有
し
な
い
旅
券
、
乗
員
手
帳
又
は
再
入
国
許
可
書

( )2
ハ

不
法
入
国
（
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
）
又
は
不
法
上
陸
（
同
項
第
二
号
）
の
罪
を
犯
す
目
的
で
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

に
よ
り
、
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
機
関
か
ら
難
民
旅
行
証
明
書
、
渡
航
証
明
書
、
乗
員
手
帳
又
は
再
入
国
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た

者
ニ

不
法
入
国
又
は
不
法
上
陸
の
罪
を
犯
す
目
的
で
、
次
に
掲
げ
る
文
書
を
所
持
し
、
又
は
収
受
し
た
者

旅
券
、
乗
員
手
帳
又
は
再
入
国
許
可
書
と
し
て
偽
造
さ
れ
た
文
書

( )1

自
己
に
つ
い
て
効
力
を
有
し
な
い
旅
券
、
乗
員
手
帳
又
は
再
入
国
許
可
書

( )2

３

営
利
の
目
的
で
２
の
イ
又
は
ロ
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
及
び
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
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こ
と
。
（
第
七
十
四
条
の
六
の
二
第
二
項
関
係
）

４

２
及
び
３
の
罪
（
所
持
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
未
遂
は
、
罰
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
四
条
の
六
の
三
関
係
）

５

２
か
ら
４
ま
で
の
罪
は
、
刑
法
第
二
条
の
例
に
従
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
四
条
の
七
関
係
）

６

不
法
入
国
者
等
の
蔵
匿
等
の
罪
の
法
定
刑
を
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
四
条
の

八
第
一
項
関
係
）

７

営
利
の
目
的
に
よ
る
６
の
罪
の
法
定
刑
を
五
年
以
下
の
懲
役
及
び
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
四
条
の
八

第
二
項
関
係
）

８

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
２
の

イ
若
し
く
は
ロ
の
罪
若
し
く
は
３
の
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対

し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
六
条
の
二
関
係
）

９

七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
外
国
人
の
旅
券
、
乗
員
手
帳
又
は
再
入
国
許
可
書
の
確
認
を
し
な
い
で
当
該
外
国
人
を
本
邦
に
入
ら

せ
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
七
条
関
係
）

十
一

そ
の
他

再
入
国
許
可
書
に
係
る
規
定
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

第
一
の
二
か
ら
八
ま
で
並
び
に
第
三
の
十
の
１
、
２
イ
及
び
ロ
並
び
に
３
並
び
に
そ
の
未
遂
罪
等
を
犯
罪
収
益
等
の
前
提
犯
罪
と
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す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
項
及
び
別
表
第
一
関
係
）

二

組
織
的
な
逮
捕
及
び
監
禁
の
罪
の
法
定
刑
を
三
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
項

（
第
一
項
第
八
号
の
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
五

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
い
て
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第

一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
な
い
し
第
十
条
関
係
）


